
な臥休職については,労働基準法第15条により契約締結時に明示する事

項となっていることとの均衡からl休職制度がある場合にはこれモこ関する事

項を労働基準法第89条に定める鹿業規則の必要記載事項にも追加することが

適当である.B

7 服務規律.懲戒

く1J懲成の効力発生要件

労働者に対する懲戒処分の規定を有している企業は80.5%となっているp

そのような企業の割合は企業規模が大きくなるほど高く一なり,鍵業員10bo

.人以上の企業では98.9%となっている く独立行改法人労働政策研究.研修機

構r従菓員関係の枠組みと採用.退職に関する実態調査J平成16年l.

使用者が労働者の非違行為につblて当該労働者に懲戒処分を行おうとする

場合は.原則として就業窺則に規定があることが必要であるとの意見で-致

したoし声,し-就業規則に不備がある場合.に,規定された懲戒事由以外の事
由について懲戒を行う土とができないとすることの妥当性や1.就業規則の作

成義務がなく現に就琴規則等による懲戒規定のなvl事業場につVlて,懲戒を

行うことができないと-することの妥当性にづいでは,議論があったo

この間題に開し,フジ興産事件最高裁第二小法廷判決く平成15年10月10

郎 においては1使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則にお

いて懲戒の種類及び事由を定.めておくことを要する七されたo

就菓規則作成義務のない小規模事業場においても,個別の労働契約等で懲

戒の根拠が合意されていれば,使用者は懲戒権を行使し得ることには間窟柱
ないと考えられる.

そこで.使用者が労働者に懲戒を行う場合には1個別OjJ合意.就業規則又

は労働協約に基づいて行わなければならないとすることが逼当であるD

亡21懲戒及び服務規律の内容

現在甲裁判例は,まず,労働者の非違行為が就業規則等に定めた懲戒事由
に該当するかどうかを判断しlその際に就業親則等を限定解釈しているD次

いで.当該懲戒が権利濫用でないかどうかの判断を行っていると解されるo

そこで,.労働契約抵制上の間題としても1.懲戒の在り方を考えるに当たって

はl裁判例に嘩い,就業規則の解釈も含め,段階を分けて検討することとす
るB

ここで,懲戒は労働者に対して大きな不利益を与えるので.懲戒が認めら

れる場合を法律で限定すべきではないかとの持緒があり得るo逆に,企業秩

序を維持するための懲戒制摩の内容は企業の実態に合わせて柔軟かつ適正


